
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

訓

令

○
福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

五

規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
及
び
福
島
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
八
十
六
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
で
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は

破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、

そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
で
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
教
育
長
及
び
警
察
本
部
長
へ
の
委
任
）

（
教
育
長
及
び
警
察
本
部
長
へ
の
委
任
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
教
育
長
及

第
三
条

次
に
掲
げ
る
事
務
は
、
教
育
長
及

び
警
察
本
部
長
に
そ
れ
ぞ
れ
委
任
す
る
。

び
警
察
本
部
長
に
そ
れ
ぞ
れ
委
任
す
る
。

た
だ
し
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公

た
だ
し
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公

所
長
に
委
任
さ
れ
た
事
務
及
び
第
五
条
第

所
長
に
委
任
さ
れ
た
事
務
及
び
第
五
条
第

二
項
の
表
六
の
項
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。

二
項
の
表
六
の
項
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六
（
略
）

七

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
の
規

（
新
設
）

定
に
よ
る
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
に

関
す
る
こ
と
。

（
部
長
、
政
策
監
及
び
課
長
の
専
決
権
）

（
部
長
、
政
策
監
及
び
課
長
の
専
決
権
）

第
五
条

財
務
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次

第
五
条

財
務
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
歳
入
の
徴

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
歳
入
の
徴

収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
及
び
支
出
の

収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
及
び
支
出
の

事
務
の
委
託
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
に

事
務
の
委
託
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
同
表
の
当
該
下
欄
に
掲
げ
る

つ
い
て
は
、
同
表
の
当
該
下
欄
に
掲
げ
る

者
に
専
決
処
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

者
に
専
決
処
理
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

事
項

専
決
処
理
さ
せ
る
者

事
項

専
決
処
理
さ
せ
る
者

一
〜

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
〜

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一

十
一

十
二

課

長

十
二

課

長

歳

歳

入
歳

入
歳

出
外

出
外

現
金

現
金

の
取

の
取

扱
い

扱
い

に
関

に
関

す
る

す
る

こ
と
。

こ
と
。

十
三

特
に
重

法

要
と
認

───────────────────────────────────────────────────────────
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第
二

め
ら
れ

百
三

る
も
の

十
一

を
除
き
、

条
の

部
長

二
の

三
の

規
定

に
よ

る
指

定
納

付
受

託
者

の
指

定
に

関
す

る
こ

と
。

二
〜
三
（
略
）

二
〜
三
（
略
）

第
四
十
八
条

削
除

第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条

削
除

（
指
定
納
付
受
託
者
）

第
四
十
九
条

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
納
付
受
託

者
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

該
指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
歳
入
（
歳

入
歳
出
外
現
金
を
含
む
。
）
の
種
類
そ
の

他
指
定
と
関
連
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
総
務
部
長
及
び
会
計
管
理
者

に
合
議
（
教
育
長
及
び
警
察
本
部
長
に
あ

つ
て
は
、
協
議
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
（
施
行

令
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
の
要

件
を
満
た
す
者
）
を
指
定
し
た
と
き
は
、

当
該
指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
、
住
所
又

は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
当
該
指
定
を
し

た
日
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
納
付
受
託
者
か
ら
そ
の
名
称
、
住

所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
に
係
る
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係

る
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定

を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定

に
よ
り
歳
入
等
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者

の
委
託
を
受
け
た
指
定
納
付
受
託
者
は
、

当
該
委
託
を
受
け
た
納
付
事
務
の
一
部
を
、

納
付
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
施
行
令
第
百
五

十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
の
要
件
を
満
た

す
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

指
定
納
付
受
託
者
は
、
法
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
歳
入
等
を

納
付
し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
を
受
け
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
当
該

委
託
を
受
け
た
年
月
日
を
県
に
報
告
し
、

県
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
当
該
委
託
を
受

け
た
歳
入
等
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

７

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
納

付
受
託
者
が
同
項
の
指
定
す
る
日
ま
で
に

当
該
歳
入
等
を
納
付
し
た
と
き
は
、
当
該

委
託
を
受
け
た
日
に
当
該
歳
入
等
の
納
付

が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
歳
入
の
徴
収
の
事
務
等
の
告
示
等
）

（
歳
入
の
徴
収
の
事
務
等
の
告
示
等
）

第
二
百
九
十
四
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お

第
二
百
九
十
四
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
私
人
又
は
指
定
代
理
納
付

い
て
は
、
そ
の
私
人
又
は
指
定
代
理
納
付

者
の
名
称
、
所
在
地
、
歳
入
の
種
類
及
び

者
の
名
称
、
所
在
地
、
歳
入
の
種
類
及
び

委
託
期
間
を
告
示
し
、
か
つ
、
当
該
歳
入

委
託
期
間
を
告
示
し
、
か
つ
、
当
該
歳
入

の
納
入
義
務
者
の
見
や
す
い
方
法
に
よ
り

の
納
入
義
務
者
の
見
や
す
い
方
法
に
よ
り

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
削
る
）

三

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
歳
入
の
納
付
に
関
す
る

───────────────────────────────────────────────────────────
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事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
と
し
て
指
定
代
理
納
付

者
（
施
行
令
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一

項
各
号
の
要
件
を
満
た
す
者
）
を
指
定

し
た
と
き

２

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、

２

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、

歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
、

歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
の
委
託
、

及
び
支
出
の
事
務
の
委
託
及
び
指
定
代
理

及
び
支
出
の
事
務
の
委
託
及
び
指
定
代
理

納
付
者
の
指
定
に
関
し
て
は
、
そ
の
つ
ど

納
付
者
の
指
定
に
関
し
て
は
、
そ
の
つ
ど

知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財

政

課
）

福
島
県
規
則
第
八
十
七
号

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
一
般
国
道
一
一
五
号
の
項
及
び
別
表
第
二
の
一
の
表
一
般
国
道
一
一
五
号
の
項

「

相
馬
市
粟
津
字
長
沢
八
九
番

伊
達
市
霊
山
町
下
小
国
字
山

一
地
先

岸
一
三
番
一
地
先

「

（
相
馬
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

（
霊
山
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

相
馬
市
粟
津
字
長
沢

入
口
）

出
口
）

一
地
先

中

を

（
相
馬
イ
ン
タ
ー
チ

伊
達
市
堂
ノ
内
二
三
番
一
地

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
松
原
字

入
口
）

先

中
島
四
一
番
地
先

（
伊
達
桑
折
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

（
桑
折
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
）

ン
ジ
入
口
）

」

八
九
番

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
松
原
字

中
島
四
一
番
地
先

に
改
め
る
。

ェ
ン
ジ

（
桑
折
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
）

」

様
式
第
一
号
注
３
及
び
様
式
第
二
号
注
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
土
地

（物
件

）の
所
有
者
又
は
管
理
者
の
承
諾
の
欄
は

土
地

（物
件

）の
所
有
者
又
は

、

管
理
者
が
申
請
者
と
異
な
る
場
合
に

当
該
土
地

（物
件

）の
所
有
者
又
は
管
理
者
が
自
署

、
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
規
則
第
八
十
八
号

福
島
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
規
則
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
計
画
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
十
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
福
島
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
で
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
休
暇
等
の
手
続
）

（
休
暇
等
の
手
続
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

２

職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
休
暇

当
す
る
と
き
は
、
庶
務
シ
ス
テ
ム
に
休
暇
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の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ

の
期
間
そ
の
他
所
要
事
項
を
入
力
す
る
こ

と
（
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
休
暇
（
欠

と
（
特
定
職
員
に
あ
つ
て
は
、
休
暇
（
欠

勤
）
願
（
第
五
号
様
式
）
）
に
よ
り
、
あ

勤
）
願
（
第
五
号
様
式
）
）
に
よ
り
、
あ

ら
か
じ
め
所
属
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ら
か
じ
め
所
属
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
病
等
の
理
由

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
病
等
の
理
由

に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
承
認
を
受
け
る
こ
と

に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
承
認
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
連
絡
す

が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
連
絡
す

る
と
と
も
に
、
事
後
速
や
か
に
所
属
長
の

る
と
と
も
に
、
事
後
速
や
か
に
所
属
長
の

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

十
の
二

規
則
第
十
三
条
第
十
三
号
の
二

（
新
設
）

の
場
合
に
お
け
る
不
妊
治
療
休
暇
を
受

け
る
と
き
。

十
一
〜
二
十
五

（
略
）

十
一
〜
二
十
五

（
略
）

第
５
号
様
式

（第

10条関
係

）

第
５
号
様
式

（第

10条関
係

）

（表
面

）

（表
面

）

休
暇

（欠
勤

）願

（

年

）

休
暇

（欠
勤

）願

（

年

）

（所
属
長

）

様
（所

属
長

）

様
職

氏
名

職
氏

名

﹇休
暇
等
の
種
別

﹈

﹇休
暇
等
の
種
別

﹈
病
気
休
暇

配
偶
者
の
出
産
休
暇

育
児

病
気
休
暇

配
偶
者
の
出
産
休
暇

育
児

、
、

、
、

参
加
の
た
め
の
休
暇

妊
娠
障
害
休
暇

参
加
の
た
め
の
休
暇

妊
娠
障
害
休
暇

、
、

、
、

妊
産
婦
健
診
休
暇

子
育
て
休
暇

短
期

妊
産
婦
健
診
休
暇

子
育
て
休
暇

短
期

、
、

、
、

介
護
休
暇

生
理
休
暇

（
11号休

暇

）

介
護
休
暇

生
理
休
暇

忌
引
休
暇

結
、

、
、

、
、

忌
引
休
暇

結
婚
休
暇

不
妊
治
療
休
暇

婚
休
暇

配
偶
者

父
母
及
び
子
の
祭
日

、
、

、
、

（出
生
サ
ポ

ト
休
暇

）

配
偶
者

父
の
休
暇

夏
期
休
暇

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休

ー
、

、
、

、
母
及
び
子
の
祭
日
の
休
暇

夏
期
休
暇

暇
骨
髄
移
植
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞

、
、

、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇

骨
髄
移
植
若
し
く

移
植
に
係
る
登
録
又
は
骨
髄
若
し
く
は
末

、
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
に
係
る
登
録
又
は

梢
血
幹
細
胞
の
提
供
の
休
暇

リ
フ
レ
ッ

、
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供
の

シ
ュ
休
暇

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免

、
休
暇

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇

職
務
に
専

除
欠
勤

、
、

、
念
す
る
義
務
の
免
除

欠
勤

、

（略

）

（略

）

備
考

（略

）

備
考

（略

）

（裏
面

）

（裏
面

）

﹇休
暇
等
の
種
別

﹈

﹇休
暇
等
の
種
別

﹈

病
気
休
暇

配
偶
者
の
出
産
休
暇

育
児

病
気
休
暇

配
偶
者
の
出
産
休
暇

育
児

、
、

、
、

参
加
の
た
め
の
休
暇

妊
娠
障
害
休
暇

参
加
の
た
め
の
休
暇

妊
娠
障
害
休
暇

、
、

、
、

妊
産
婦
健
診
休
暇

子
育
て
休
暇

短
期

妊
産
婦
健
診
休
暇

子
育
て
休
暇

短
期

、
、

、
、

介
護
休
暇

生
理
休
暇

（
11号休

暇

）

介
護
休
暇

生
理
休
暇

忌
引
休
暇

結
、

、
、

、
、

忌
引
休
暇

結
婚
休
暇

不
妊
治
療
休
暇

婚
休
暇

配
偶
者

父
母
及
び
子
の
祭
日

、
、

、
、

（出
生
サ
ポ

ト
休
暇

）

配
偶
者

父
の
休
暇

夏
期
休
暇

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休

ー
、

、
、

、
母
及
び
子
の
祭
日
の
休
暇

夏
期
休
暇

暇
骨
髄
移
植
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞

、
、

、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇

骨
髄
移
植
若
し
く

移
植
に
係
る
登
録
又
は
骨
髄
若
し
く
は
末

、
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
に
係
る
登
録
又
は

梢
血
幹
細
胞
の
提
供
の
休
暇

リ
フ
レ
ッ

、
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供
の

シ
ュ
休
暇

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免

、
休
暇

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇

職
務
に
専

除
欠
勤

、
、

、
念
す
る
義
務
の
免
除

欠
勤

、

（略

）

（略

）

備
考

（略

）

備
考

（略

）

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
職
員
服
務
規
程
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
病
院
局
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福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 ３ 年 12月 24日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ７ 号

福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

「
（ 認 定 担 当 課 長 特 定

１ 扶 養 手 当 の 認 定 、
別 表 第 １ の 表 中 帯 等 の 認 定 並 び に 住

当 及 び 単 身 赴 任 手 当
２ 職 員 の 通 勤 の 確 認

「
（ 認 定 担 当 課 長

規 程 （ 平 成 16年 福
専 決 事 項 ）

第 １ 号 ） 別 表 ２ に
寒 冷 地 手 当 の 世

い う 。 ） 特 定 専 決
居 手 当 、 通 勤 手 を

１ 扶 養 手 当 の 認
の 決 定 及 び 改 定

帯 等 の 認 定 並 び
当 及 び 単 身 赴 任

」
２ 職 員 の 通 勤 の

（ 福 島 県 病 院 局 組 織
島 県 病 院 局 管 理 規 程
規 定 す る 認 定 課 長 を
事 項 ）

に 改 め る 。
定 、 寒 冷 地 手 当 の 世
に 住 居 手 当 、 通 勤 手
手 当 の 決 定 及 び 改 定
確 認

」
別 表 第 ２ セ ン タ ー 長 、 院 長 及 び 所 長 の 専 決 事 項 の 欄 中 10を 削 り 、 11を 10と し 、 12か ら

22ま で を 11か ら 21ま で と し 、 同 表 事 務 長 の 専 決 事 項 の 欄 中 ８ を 削 る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
（ 病 院 経 営 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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